
定時株主総会招集ご通知

2025年6月26日（木曜日）
午前10時

東京都港区南麻布一丁目18番4号
当社本店２階会議室

開催日時

開催場所

証券コード：1807

第1号議案
剰余金処分の件

第3号議案
監査役１名選任の件
第4号議案
補欠監査役１名選任の件

第    回

決議事項

94

第2号議案
取締役6名選任の件
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　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼
申し上げます。
　第94回定時株主総会を2025年６⽉26日（⽊曜日）に開
催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。
　当社は、2025年３⽉に、国⼟交通省関東地方整備局から、
建設業法第28条第３項の規定に基づく営業停⽌処分を受け
ております。株主の皆様には多大なご迷惑とご⼼配をおかけ
しておりますことを、⼼からお詫び申し上げます。この度の
処分を厳粛かつ真摯に受け⽌め、役職員一同、さらなるコン
プライアンスの徹底に取り組み、早期の信頼回復に努めてま
いります。
　株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご⽀
援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2025年５⽉

代表取締役社長　鎌田 修治

パーパス

真心こめた『みち』への挑戦　～安心と感動を～
　私たち佐藤渡辺グループが⽬指すのは、すべての人々が安全・安⼼に暮らし、未来へとつながる
『みち』を提供することです。『みち』とは、私たちが整備を担う道路だけではなく、人々の⽣
活を⽀え、地域をつなぎ、経済社会の発展を⽀える大切な基盤となるものです。
　私たちはこれからも、経営信条および社是を大切にし、道をつくる仕事に真⼼を込め、未知
へ挑戦することで、すべての人々と社会に安⼼と感動を届ける存在であり続けます。そして、未
来をともに築くパートナーとして、ステークホルダーの皆様とともに歩んでまいります。

株主の皆様へ
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招集ご通知
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株 主 各 位 証券コード1807
2025年６月６日

（電子提供措置の開始日 2025年５月30日）

東京都港区南麻布一丁目18番４号
株式会社佐藤渡辺
代表取締役社長

鎌田修治

第94回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第94回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげ

ます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに電子提供措

置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://watanabesato.co.jp/ir/shareholder/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR 情
報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日のご出席に代えて、書面またはインタ一ネットにより事前に議決権を行使することができますの
で、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討のうえ、2025年６月25日（水曜日）午後５時30分までに議決
権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬具
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記

日 時 2025年６月26日（木曜日）午前10時

場 所
東京都港区南麻布一丁目18番４号 当社本店２階会議室
末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

会議の
目的事項

報告事項 １．第94期（2024年４月１日から
2025年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計

監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第94期（2024年４月１日から

2025年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上

修正に関する事項
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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　議決権は、株主の皆様の大切な権利です。「株主総会参考書類」をご検討の上、議決権をご行使ください
ますようお願い申し上げます。
　議決権の行使には次の３つの方法がございます。

株主総会ご出席
当日ご出席の際は、お手数ながら
本招集ご通知をご持参いただくと
ともに同封の議決権行使書用紙を
会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。

行使
期限

2025年６月26日（木曜日）
午前10時

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書のご記入方法のご案内
※�当日ご出席の場合は、議決権行使書用紙の郵送又はイン
ターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要
です。

※�議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったも
のとしてお取り扱いいたします。

▷賛成の場合：｢賛｣ の欄に○印を
▷反対の場合：｢否｣ の欄に○印を

第１・３・４号議案

▷全員賛成の場合：｢賛｣ の欄に○印を
▷全員反対の場合：｢否｣ の欄に○印を

｢賛｣ の欄に○印をご記
入の上、反対される候
補者の番号をカッコ内
にご記入ください。

▷一部の候補者：
　に反対される
　場合

第２号議案

QRコード
はこちら

スマートフォンでの議決権行使は、「スマー
ト行使」をご利用ください。

インターネット
次頁のインターネット等による議
決権行使のご案内をご高覧の上、
画面の案内に従って、賛否を入力
してください。

行使
期限

2025年６月25日（水曜日）
午後５時30分まで

郵送
同封の議決権行使書用紙に議案
に対する賛否をご記入いただき
ご送付ください。議決権行使書
面において、議案に賛否の表示
がない場合は、賛成の意思表示
をされたものとして取り扱わせ
ていただきます。

行使
期限

2025年６月25日（水曜日）
午後５時30分必着

議決権行使についてのご案内

4
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インターネットによる議決権行使のご案内

１ 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読取ってください。

※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

１ 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

議決権行使ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

２ 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力
ください。

３ 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。

「初期パスワード」を入力

「登録」をクリック

「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

「次へすすむ」をクリック

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

４ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
0120-768-524

（受付時間　年末年始を除く午前 9 時～午後 9 時）

２ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」の議決権行使は1回のみ。

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブ
サイトにログインすることができます。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへ
アクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」
を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※ QRコードを再度読取っていただくと、PC 向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

㈱ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」にご参加の株主様は、当該
プラットフォームより議決権を行使いただけます。機関投資家の皆様へ

当日ご出席されない場合は、議決権を有する他の株主１名を代理人として株主総会にご出席いただ
くことができます。なお、この場合、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承
ください。

代理人による議決権行使

議決権行使書用紙の郵送とインターネットの双方で議決権を行使された場合は、インターネットに
よる議決権行使を有効とさせていただきます。また、インターネットによって議決権行使を複数回
された場合は、最後の議決権行使を有効とさせていただきます。

議決権行使が重複して
なされた場合のお取扱い
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株主総会参考書類
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議案および参考事項

第１号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。
【期末配当に関する事項】
当社の配当方針につきましては、当期の業績ならびに安定的な配当の継続等を勘案し、株主還元の充実を基本
としております。
第94期につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類
金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき40円といたしたいと存じます。
総額 249,186,920円
なお、中間配当金として１株につき40円をお支払いしておりますので、
当期の年間配当金は１株につき80円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月27日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役６名選任の件

取締役６名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役６名の選任をお願いす
るものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 在任

年数 本定時株主総会・取締役会後の当社における地位 取締役会
出席状況

1 か ま た しゅうじ
鎌 田 修 治 １年 代 表 取 締 役 社 長 再任 11回／11回

（100％）

2 か な い よしはる
金 井 義 治 ４年 代 表 取 締 役 再任 17回／17回

（100％）

3 おおやま た つ み
大 山 龍 美 １年 取 締 役 再任 11回／11回

（100％）

4 はしもと ひでひろ
橋 本 秀 浩 １年 取 締 役 再任 11回／11回

（100％）

5 ふるかわ ゆ う じ
古 川 裕 二 ５年 取 締 役 再任 社外 独立 17回／17回

（100％）

6 お か だ え り か
岡 田 英理香 ― 取 締 役 新任 社外 独立 ―

（注）鎌田修治氏、大山龍美氏、橋本秀浩氏の取締役会出席状況は、2024年６月26日の取締役就任後に開催
された取締役会のみを対象としております。
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候補者
番号

再任

１ か ま た し ゅ う じ

鎌田 修治
生年月日 1964年１月18日生

所有する当社株式の数 12,020株

現在の当社における
地位および担当 代表取締役社長

取締役会への出席状況 11回／11回（100％）

略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
1986年４月 株式会社渡辺組入社
2017年４月 当社工事本部工務部長
2020年４月 当社執行役員施設工事支店長
2024年４月 当社常務執行役員経営企画室長
2024年６月 当社代表取締役社長（現）

選任理由
当社で長年にわたり、工事部門、営業部門などの運営に携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しております。

現在は、代表取締役社長として企業の存在意義や目指すべき方向性を明確にするために、グループパーパスのも
と強いリーダーシップを発揮するとともに、ＥＳＧ経営の推進に力を注いでおります。更なる企業価値の向上に
向けて、経営手腕が期待されるため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番号

再任

2 か な い よ し は る

金井 義治
生年月日 1958年９月25日生

所有する当社株式の数 11,694株

現在の当社における
地位および担当 代表取締役専務執行役員管理本部長

取締役会への出席状況 17回／17回（100％）

略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
1982年４月 佐藤道路株式会社入社
2011年４月 当社管理本部経理部長
2013年４月 当社管理本部管理部長兼経営企画部長
2014年10月 当社経営企画室経営管理部長
2017年４月 当社管理本部経理部長
2018年４月 当社執行役員管理本部経理部長
2021年４月 当社執行役員管理本部長兼経営企画室長
2021年６月 当社取締役執行役員管理本部長兼経営企画室長
2022年４月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長
2024年４月 当社取締役常務執行役員管理本部長
2024年６月 当社代表取締役専務執行役員管理本部長（現）

選任理由
当社で長年にわたり、管理部門などの運営に携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しております。現在は、代

表取締役専務執行役員管理本部長として当社の管理部門を統括しており、その職責を適切に果たしております。
更なる企業価値の向上に向けて、経営手腕が期待されるため、引き続き取締役として選任をお願いするものであ
ります。
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候補者
番号

再任

3 お お や ま た つ み

大山 龍美
生年月日 1960年10月６日生

所有する当社株式の数 5,086株

現在の当社における
地位および担当

取締役常務執行役員営業本部長
兼技術営業部長

取締役会への出席状況 11回／11回（100％）

略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
1983年４月 株式会社渡辺組入社
2010年４月 当社西日本支店近畿支店長
2013年４月 当社関東支店工事部長
2018年４月 当社西日本支店長
2019年４月 当社執行役員西日本支店長兼九州支店長
2022年４月 当社常務執行役員営業本部営業部長
2024年４月 当社常務執行役員営業本部長兼技術営業部長
2024年６月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼技術営業部長（現）

選任理由
当社で長年にわたり、工事部門、営業部門などの運営に携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しております。

現在は、取締役常務執行役員営業本部長として当社の営業部門を統括しており、その職責を適切に果たしており
ます。更なる企業価値の向上に向けて、経営手腕が期待されるため、引き続き取締役として選任をお願いするも
のであります。
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候補者
番号

再任

4 は し も と ひ で ひ ろ

橋本 秀浩
生年月日 1962年11月23日生

所有する当社株式の数 6,442株

現在の当社における
地位および担当 取締役常務執行役員工事本部長

取締役会への出席状況 11回／11回（100％）

略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
1985年４月 株式会社渡辺組入社
2014年４月 当社東北支店工事部長
2018年４月 当社関東支店工事部長
2020年４月 当社執行役員関東支店長
2024年４月 当社常務執行役員工事本部長兼安全環境部長
2024年６月 当社取締役常務執行役員工事本部長（現）

選任理由
当社で長年にわたり、工事部門、営業部門などの運営に携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しております。

現在は、取締役常務執行役員工事本部長として当社の工事部門を統括しており、その職責を適切に果たしており
ます。更なる企業価値の向上に向けて、経営手腕が期待されるため、引き続き取締役として選任をお願いするも
のであります。
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候補者
番号

再任

社外

独立

5 ふ る か わ ゆ う じ

古川 裕二
生年月日 1961年９月24日生

所有する当社株式の数 −

現在の当社における
地位および担当 社外取締役

取締役会への出席状況 17回／17回（100％）

略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
1984年４月 株式会社協和銀行入行（現株式会社りそな銀行）
2013年４月 株式会社りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員
2014年６月 株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役
2017年４月 りそな決済サービス株式会社代表取締役社長
2017年６月 公益財団法人りそな中小企業振興財団理事長
2019年６月 ソーダニッカ株式会社社外取締役（現）
2020年６月 当社社外取締役（現）
2024年６月 河西工業株式会社社外取締役（現）

選任理由および期待される役割
金融機関において経営者としての豊富な経験と、経営についての幅広い見識と専門能力を有しており、これま

で当社グループの業務遂行に対する適切な監督と、経営全般への助言を行っており、社外取締役として期待され
る役割を果たしていただいております。これらのことから、引き続き社外取締役として選任をお願いするもので
あります。
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候補者
番号

新任

社外

独立

6 お か だ え り か

岡田 英理香
生年月日 1965年8月18日生

所有する当社株式の数 −

現在の当社における
地位および担当 −

取締役会への出席状況 −

略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
1988年 8 月 メリルリンチ・アンド・カンパニーインク（ニューヨーク）入社
1990年６月 株式会社日本長期信用銀行入行
1992年 8 月 ＧＥキャピタル（ロサンゼルス）入社
1999年 8 月 ワシントン大学ビジネススクール助教授
2007年 8 月 ハワイ大学ビジネススクール准教授
2013年６月 ペンシルバニア大学ウォートンスクール客員准教授
2014年 5 月 一橋大学大学院教授（現）
2015年６月 株式会社カカクコム社外監査役
2016年６月 株式会社りそな銀行社外取締役
2018年 4 月 ピジョン株式会社社外取締役
2022年 6 月 ＹＫＫ株式会社社外取締役（現）

選任理由および期待される役割
国内外の銀行や企業において投資銀行業務やファイナンス業務の経験を有するとともに、国内外の大学・大学

院において長年消費行動の研究に携わり、マーケティングについて高度な専門知識を有しており、当社の経営全
般に対する監督と助言をいただけるものと判断したことから、新たに社外取締役として選任をお願いするもので
あります。
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（注）1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 古川裕二氏および岡田英理香氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であり、株式会社東京証

券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員の候補者であります。
3. 古川裕二氏は過去10年間において当社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあります。なお、古川裕二氏および岡

田英理香氏は当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けてい
たことはありません。加えて、両氏は当社あるいは当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等内の親
族その他これに準ずるものではありません。

4. 当社は本株主総会において古川裕二氏の再任が承認された場合、当社と同氏との間で、会社法第423条第１項に定める責任
について、職務の執行に関し善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額を限度
とする内容の責任限定契約を継続する予定であります。また、岡田英理香氏の新任が承認された場合、当社と同氏との間
で、会社法第423条第１項に定める責任について、職務の執行に関し善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条
第１項各号に定める金額の合計額を限度とする内容の責任限定契約を締結する予定であります。

5. 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社が保険料を全額負担しております。その契約の概要は被保
険者が会社の役員として職務を執行したことに起因して、株主、会社、従業員、その他第三者から損害賠償請求がなされた
場合に係る損害賠償金および訴訟費用等を補填するものであります。候補者は当該保険契約の被保険者に含められることと
なります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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第３号議案 監査役１名選任の件

常勤監査役山本出氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願
いするものであります。
なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

新任 き じ も と ひ ろ ゆ き

木地本 寛之
生年月日 1964年２月18日生

所有する当社株式の数 538株

現在の当社における
地位 管理本部本部長付部長

取締役会への出席状況 −

監査役会への出席状況 −

略歴
1987年４月 株式会社渡辺組入社
2010年４月 当社施設工事支店総務部長
2022年４月 当社監査室長
2025年４月 当社管理本部本部長付部長（現）

選任理由
当社で長年にわたり、管理部門、監査業務を担当し、財務および会計に関する豊富な見識を有しており、監査

役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したことから、新たに監査役として選任をお願いするも
のであります。
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（注）1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は本株主総会において木地本寛之氏の新任が承認された場合、当社と同氏との間で、会社法第423条第１項に定める責

任について、職務の執行に関し善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額を限
度とする内容の責任限定契約を締結する予定であります。

3. 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社が保険料を全額負担しております。その契約の概要は被保
険者が会社の役員として職務を執行したことに起因して、株主、会社、従業員、その他第三者から損害賠償請求がなされた
場合に係る損害賠償金および訴訟費用等を補填するものであります。候補者は当該保険契約の被保険者に含められることと
なります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

2025年05月26日 15時58分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



17

（ご参考）
取締役候補者および監査役候補者のスキルマトリックス

氏 名 性 別

専門性・経験

企業経営
経営戦略

営業戦略
マーケティング

技術品質 財務会計 法 務
コンプライアンス

Ｄ Ｘ
研究開発

Ｅ Ｓ Ｇ
サステナビリティ

取
締
役

鎌田 修治 男性 ● ● ● ●

金井 義治 男性 ● ● ● ●

大山 龍美 男性 ● ● ● ● ●

橋本 秀浩 男性 ● ● ● ● ●

古川 裕二
社外

独立
男性 ● ● ●

岡田英理香
社外

独立
女性 ● ● ●

監
査
役

木地本寛之 男性 ● ● ●

石原 祥子 社外 女性 ●

久保 義人 社外 男性 ●

※上記一覧表は、取締役および監査役（候補者を含む）の有するすべての知見等を表すものではありません。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えるため、補欠監査役１名の選任をお願いするものであ

ります。
なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

社外 さ と う も と あ き

佐藤 源晃
生年月日 1987年12月26日生

所有する当社株式の数 −

現在の当社における
地位 −

略歴（重要な兼職の状況）
2014年12月 弁護士登録

横浜弁護士会（現神奈川県弁護士会）入会
港の見える法律事務所入所（現）

選任理由
弁護士としての専門的見地ならびに企業法務に関する見識を有していることから、社外監査役としての職務を

適切に遂行いただけるものと判断し、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

（注）1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 佐藤源晃氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 本議案が原案どおり承認され、佐藤源晃氏が社外監査役に就任した場合には、当社と同氏との間で会社法第427条第１項の

規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定であります。
なお、その契約の概要としては、会社法第423条第１項の責任について、同氏が監査役の職務を遂行するにつき善意でかつ
重大な過失がない場合は、法令に定める最低責任限度額を限度としてその責任を負うものであります。
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4. 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社が保険料を全額負担しております。その契約の概要は被保
険者が会社の役員として職務を執行したことに起因して、株主、会社、従業員、その他第三者から損害賠償請求がなされた
場合に係る損害賠償金および訴訟費用等を補填するものであります。候補者が社外監査役に就任した場合、当該保険契約の
被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以 上
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1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過および成果
当連結会計年度におけるわが国の経済は、賃上げによる所得環境の改善や定額減税の効果により、個人消費は

堅調に推移しました。また、高水準の企業収益を背景に設備投資にも持ち直しの動きがみられ、引き続き緩やか

な回復基調で推移しました。一方で、国内では日本銀行による追加利上げ、海外では米国政権の新たな関税措置

や、中東情勢などの地政学リスクの影響等、不確実性が高まる中で先行きについては依然として不透明な状況が

続いております。

このような状況の中、工事部門におきましては、政府による国土強靭化の推進を背景とする、国土交通省や高

速道路会社発注の大型工事の受注確保に努めるとともに、当社の強みである環境景観工事の受注拡大に努めてま

いりました。また、製品等販売部門におきましては、アスファルトをはじめとする原材料価格の高止まりや需要

減少により、厳しい事業環境となりました。

その結果、受注高は352億７千８百万円と前年同期比22.0％減となり、売上高は404億２千２百万円と前年同

期比5.3％増となりました。

損益につきましては、経常利益は13億２千８百万円と前年同期比24.7％減となりました。また、親会社株主

に帰属する当期純利益は８億９千１百万円と前年同期比25.9％減となりました。

受注高

352億78百万円 前期比△22.0％

売上高

404億22百万円 前期比 5.3％

経常利益

13億28百万円 前期比△24.7％

親会社株主に帰属する当期純利益

8億91百万円 前期比△25.9％
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部門別の事業の概況は以下のとおりであります。

当連結会計年度の受注高・売上高・繰越高 （単位：千円）

区 分 前期繰越高 当期受注高 当期売上高 次期繰越高

工
事
部
門

舗 装 19,228,967 24,612,322 29,560,114 14,281,175

土 木 等 2,835,817 5,986,068 6,183,040 2,638,845

計 22,064,785 30,598,390 35,743,155 16,920,020

製品等販売部門 ― 4,679,632 4,679,632 ―

合 計 22,064,785 35,278,023 40,422,787 16,920,020

（工事部門）

当連結会計年度の受注高は305億9千8百万円（前年同期24.6％減）となりました。また、完成工事高は357

億４千３百万円（前年同期比6.0％増）となり、次期繰越高は169億2千万円（前年同期比23.3％減）となりま

した。

主な受注工事

発注者 工事名 工事場所

国土交通省関東地方整備局 Ｒ６国道14号亀戸小松川立体松島地区改良舗装工事 東京都

東京港埠頭(株) 令和６年度外貿埠頭ヤード舗装及びその他補修工事 東京都

三井住友建設(株) 中国自動車道（特定更新等）戸河内橋他２橋床版取替工事 広島県

国土交通省北陸地方整備局 Ｒ６能越道穴水道路舗装復旧工事 石川県

国土交通省北陸地方整備局 Ｒ６能越道徳田大津高田舗装復旧工事 石川県
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主な完成工事

発注者 工事名 工事場所

東日本高速道路(株) 東北自動車道 Ｒ５安代〜青森間舗装補修工事 青森県

東日本高速道路(株) 常磐自動車道 Ｒ５常磐富岡〜新地間舗装補修工事 福島県

東京港埠頭(株) 令和５年度外貿埠頭ヤード舗装及びその他補修工事 東京都

国土交通省四国地方整備局 令和５年度 横断道羽ノ浦トンネル舗装工事 徳島県

五洋建設(株) 東北自動車道 原瀬川橋床版取替工事の内、既設床版撤去工事 福島県

（製品等販売部門）
当連結会計年度の売上高は46億７千９百万円（前年同期比0.2％増）となりました。

（2）資金調達の状況
資金調達の状況につきましては、特記すべき事項はありません。

（3）設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資については、合材工場の機械設備や機械センターの工事用機械などの拡充更新およ

び老朽化した事業所の建替え等を中心に投資を行い、その総額は約6億６千万円であります。

（4）対処すべき課題
道路建設業界におきましては、道路の老朽化対策と予防保全が推進され、政府による公共投資は引き続き堅調

に推移することが見込まれるものの、原材料価格の高止まりに加え、建設業においても時間外労働の上限規制へ
の対応や労働力不足、デジタル化の遅れ、建設コストの上昇による建設投資の先送りなど、今後の経営環境は引
き続き予断を許さない状況にあります。
このような環境のもと、当社グループは、“変革と学習文化の醸成および持続可能性への取り組み” をテーマ

とする「佐藤渡辺グループ中期経営計画（2024〜2026年度）」を策定し、①収益力の向上、②資本・財務戦略
の強化、③ＥＳＧ経営の推進の３つの基本方針を掲げて、グループ一丸となって取り組んでまいります。100年
企業であるという誇りと伝統を継承しながらも、変化に対応する柔軟性と学習意欲を持つ企業文化を醸成してま
いります。
また、コーポレートガバナンスの強化やコンプライアンスの徹底を図り、公正な事業活動を実現する内部統制

システムを構築してまいります。
株主のみなさまにおかれましては、今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。
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親会社株主に帰属する当期純利益

第 91期 第 92期 第 94期
（当連結会計年度）

第 93期

1,728

446

1,202

（単位：百万円）営業利益 /経常利益

第 91期 第 92期 第 94期
（当連結会計年度）

第 93期

（単位：百万円）受注高 /売上高

第 91期 第 92期 第 94期
（当連結会計年度）

第 93期

36,459

（単位：百万円）

37,616
45,233

37,45237,452 38,40038,40034,65634,656

2,489

2,5692,569

616

1,650

1,7641,764

709709

１株当たり純資産額

第 91期 第 92期 第 94期
（当連結会計年度）

第 93期

3,132.72 3,161.58 3,387.37

（単位：円）総資産額 /純資産額

第 91期 第 92期 第 94期
（当連結会計年度）

第 93期

（単位：百万円）１株当たり当期純利益

第 91期 第 92期 第 94期
（当連結会計年度）

第 93期

297.10

（単位：円）

73.34

195.52

32,632

19,10719,107

32,276
35,132

21,14021,14019,35419,354

40,42240,422

1,3281,328

891

143.20

35,432

21,42621,426

3,425.96

35,278

1,177
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（5）財産および損益の状況 （単位：百万円）

区 分 第 91 期
（2022年３月期）

第 92 期
（2023年３月期）

第 93 期
（2024年３月期）

第 94 期
（当連結会計年度）
（2025年３月期）

受 注 高 36,459 37,616 45,233 35,278
売 上 高 37,452 34,656 38,400 40,422
営 業 利 益 2,489 616 1,650 1,177
経 常 利 益 2,569 709 1,764 1,328
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,728 446 1,202 891

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 297.10円 73.34円 195.52円 143.20円
総 資 産 額 32,632 32,276 35,132 35,432
純 資 産 額 19,107 19,354 21,140 21,426
１ 株 当 た り 純 資 産 額 3,132.72円 3,161.58円 3,387.37円 3,425.96円

（注）1. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
2. １株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数に基づき算出しております。
3. 第91期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用しており、第91期以降の財

産および損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。
4. 当社は、2024年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第91期の期首に当該株式分割

が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益および１株当たり純資産額を算出しております。
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（6）重要な親会社および子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資本金 議決権比率 主要な事業内容

千円 ％
拓 神 建 設 株 式 会 社 40,000 100.0 道路舗装工事請負業

株 式 会 社 弘 永 舗 道 45,000 78.1 道路舗装工事請負業、アスファルト合材等の
製造および販売業

株 式 会 社 創 誠 10,000 100.0 道路舗装工事請負業

あすなろ道路株式会社 80,000 100.0 道路舗装工事請負業、アスファルト合材等の
製造および販売業

小 石 川 建 設 株 式 会 社 20,000 100.0 道路舗装工事請負業

（7）主要な事業内容
当社グループは、建設業法による許可を受け、主に舗装工事、土木工事等の請負ならびにこれらに関連する事

業を行うほか、アスファルト合材等の製品の製造、販売等の事業活動を展開しております。
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（8）主要な営業所等
① 当社
本 店 東京都港区南麻布一丁目18番４号
支 店 東北支店（宮城県仙台市）、関東支店（東京都港区）

施設工事支店（東京都港区）、中部支店（愛知県名古屋市）
北陸支店（富山県富山市）、近畿支店（兵庫県三田市）
中国支店（広島県広島市）、四国支店（香川県高松市）
九州支店（福岡県糟屋郡新宮町）

技術研究所 （茨城県稲敷郡美浦村）

② 重要な子会社
拓神建設株式会社（神奈川県横浜市）、株式会社弘永舗道（青森県弘前市）
株式会社創誠（福島県石川郡石川町）、あすなろ道路株式会社（北海道札幌市）
小石川建設株式会社（東京都練馬区）

（9）従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況
従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

名 名
531 （減） 21

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

名 名 歳 年
464 （減） 33 43.9 19.1

（注） 上記従業員数には他社への出向者10名と臨時従業員の139名は含まれておりません。
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（10）主要な借入先
借 入 先 借 入 残 高

千円
株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,200,000

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 900,000

株 式 会 社 北 陸 銀 行 400,000

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 300,000
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2. 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 24,000,000株

（2）発行済株式の総数（自己株式を除く） 6,229,673株
自己株式 161,727株

（3）株 主 数 1,531名

（4）上位10名の株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％
佐 藤 工 業 株 式 会 社 1,300 20.9

有 限 会 社 創 翔 662 10.6
東 亜 道 路 工 業 株 式 会 社 482 7.7
株 式 会 社 ア ス カ 392 6.3
Ｕ Ｂ Ｅ 三 菱 セ メ ン ト 株 式 会 社 322 5.2
佐 藤 渡 辺 従 業 員 持 株 会 239 3.8
常 盤 工 業 株 式 会 社 210 3.4
内 藤 征 吾 187 3.0
東 亜 建 設 工 業 株 式 会 社 125 2.0
佐 藤 鉄 工 株 式 会 社 113 1.8
（注）当社は、自己株式161千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また持株比率は自己株式を控除して計算

しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
株 式 数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 9,060 株 4 名

社外取締役 − −
監査役 − −
執行役員 5,131 7
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（6）その他株式に関する重要な事項
2024年３月22日開催の取締役会決議に基づき、2024年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合

で株式分割を行い、発行可能株式総数が12,000,000株から24,000,000株に、発行済株式総数が
3,195,700株から6,391,400株になっております。
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3. 会社役員に関する事項
（1）取締役および監査役の状況 （2025年３月31日現在）

当社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 鎌 田 修 治 ―

代 表 取 締 役 金 井 義 治 管 理 本 部 長

取 締 役 大 山 龍 美 営 業 本 部 長 兼 技 術 営 業 部 長

取 締 役 橋 本 秀 浩 工 事 本 部 長

取 締 役 横 山 和 彦 ―

取 締 役 古 川 裕 二 ソーダニッカ株式会社社外取締役
河 西 工 業 株 式 会 社 社 外 取 締 役

常 勤 監 査 役 山 本 出 ―

監 査 役 石 原 祥 子 税 理 士

監 査 役 久 保 義 人 弁 護 士
（注）1. 取締役横山和彦および取締役古川裕二の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として

届け出ております。また、監査役石原祥子および監査役久保義人の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
2. 監査役石原祥子氏は税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 監査役久保義人氏は弁護士として企業法務および税務に関する相当程度の知見を有しております。
4. 当事業年度中の取締役の異動は、次のとおりであります。
【新任】

2024年６月26日開催の第93回定時株主総会決議により、就任した取締役は、次のとおりであります。

就任時の地位 氏 名

代 表 取 締 役 社 長 鎌 田 修 治

取 締 役 大 山 龍 美

取 締 役 橋 本 秀 浩

【退任】
2024年６月26日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって、退任した取締役は、次のとおりであります。

退任時の地位 氏 名

代 表 取 締 役 社 長 石 井 直 孝

代 表 取 締 役 池 田 政 人

取 締 役 林 肇
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）および監査役との

間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害
賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）および監査役が

責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られております。

（3）会社の役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、取締役、監査役および執行役員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償

責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その保険料は当社が全額負担しております。
当該保険契約の内容は、被保険者が株主や第三者から損害賠償請求がなされた場合に係る損害賠償金および訴

訟費用等を補填するものであります。
なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者における故意ま

たは犯罪行為等に起因して発生した損害賠償は、保険金支払の対象外としております。

（4）取締役および監査役の報酬等の額
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社の取締役の報酬等に係る決定方針については、2021年４月22日開催の取締役会において決定方針
を以下のとおり決議しております。
・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上および業績に対するモチベーションアップを主眼と
し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および非金銭報酬
等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこ
ととする。

・基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて経営内容、社会的水準、従業員給与とのバラ
ンスも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

・業績連動報酬（賞与）は、経常的に利益を確保することの重要性から経常利益を指標とした金銭報酬
とし、各事業年度の経常利益の達成度に応じて、固定基準額に「役員報酬内規」に定められた係数を
乗じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給する。
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・非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、取締役に対する月例の固定報酬を基準として、これに一定の係
数を乗じることで、各対象者に支給する金銭債権額を決定し、この金銭債権額を現物出資の方法で給
付することと引き換えに、譲渡制限付株式を割り当てることとする。

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定
された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に沿うものであると判断しております。

② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、1992年６月24日開催の第61回定時株主総会の決議により年間２億円

以内と定められております（ただし、使用人分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の
員数は13名（うち、社外取締役は０名）です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2021年６月29日開催の
第90回定時株主総会の決議により、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬
債権の総額を年間４千万円以内（社外取締役は付与対象外）と定められております。当該定時株主総会終
結時点の取締役の員数は７名（うち、社外取締役２名）です。
当社の監査役の金銭報酬の額は、1992年６月24日開催の第61回定時株主総会の決議により年間３千万

円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法に関する事項
基本報酬の個人別の報酬等の額の決定については、毎年、定時株主総会後に開催される定時取締役会に

おいて、決定方針との整合性等を審議し、決定方針に沿うものであるかを判断して決議しております。
また、業績連動報酬（賞与）の個人別の報酬等の額の決定については、毎年4月に開催する定時取締役

会において、前事業年度の経常利益の達成度、決定方針との整合性等を審議し、決定方針に沿うものであ
るかを判断して決議し、毎年一定の時期に支給しております。
非金銭報酬等である株式報酬の個人別の決定については、毎年、定時株主総会後に開催される定時取締

役会により決議しております。
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④ 取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分 対象となる
役員の員数

報酬等の種類別の額(百万円) 報酬等の額
(百万円)固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取 締 役
（うち、社外取締役）

９名
（２名）

79
（15）

18
（−）

11
（−）

109
（15）

監 査 役
（うち、社外監査役）

３名
（２名）

14
（６）

−
（−）

−
（−）

14
（６）

合 計 12名
（４名）

94
（21）

18
（−）

11
（−）

124
（21）

（注）1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 業績連動報酬である賞与に係る指標は、経常的に利益を確保することの重要性から経常利益としており、報酬の額は、経常

利益の達成度に応じて固定基準額に「役員報酬内規」に定めた係数を乗じた金額としております。なお、当事業年度におけ
る経常利益の目標は18億円で、実績は12億４千５百万円であります。

3. 非金銭報酬として取締役に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。当該株式報酬の内容は①取締役の個人別の報酬
等の内容に係る決定方針に関する事項、その交付状況は2.会社の株式に関する事項（5）当事業年度中に職務執行の対価と
して会社役員に交付した株式の状況に記載のとおりです。
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（5）社外役員に関する事項
① 社外役員の重要な兼職先と当社との関係
区 分 氏 名 重要な兼職先および地位 当社との関係

取締役 横山和彦 ― 特別な利害関係はありません。

取締役 古川裕二 ソーダニッカ株式会社社外取締役 特別な利害関係はありません。
河西工業株式会社社外取締役 特別な利害関係はありません。

監査役 石原祥子 税理士法人いしはら会計事務所代表社員 特別な利害関係はありません。

監査役 久保義人 港の見える法律事務所パートナー弁護士 特別な利害関係はありません。

② 当事業年度における活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外取締役（非常勤） 横 山 和 彦

当事業年度開催の取締役会17回のすべてに出席し、金融業
界における豊富な経験に基づく高い見識を活かした発言を適
宜行っております。また、社外取締役として取締役会の重要
な意思決定を通じた経営の監督や会社の持続的な成長を促し
中長期的な企業価値の向上を図る助言等、重要な役割を果た
しております。

社外取締役（非常勤） 古 川 裕 二

当事業年度開催の取締役会17回のすべてに出席し、金融業
界における豊富な経験に基づく高い見識を活かした発言を適
宜行っております。また、社外取締役として取締役会の重要
な意思決定を通じた経営の監督や会社の持続的な成長を促し
中長期的な企業価値の向上を図る助言等、重要な役割を果た
しております。

社外監査役（非常勤） 石 原 祥 子
当事業年度開催の取締役会17回のうち16回に出席し、ま
た、監査役会14回のすべてに出席し、主に税理士としての
専門的見地から、当社の経営上有用な発言を行っておりま
す。

社外監査役（非常勤） 久 保 義 人
当事業年度開催の取締役会17回のうち16回に出席し、ま
た、監査役会14回のすべてに出席し、主に弁護士としての
専門的見地から、当社の経営上有用な発言を行っておりま
す。
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4. 会計監査人に関する事項
（1）名 称 太陽有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る報酬等の額
① 報酬等の額 38,500千円

② 当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 38,500千円
（注）1. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、

従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399
条第１項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査
に対する報酬等の額を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分できませんので、上記①の報酬等の額にはこれらの合
計額を記載しております。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定方針
取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同

意を得たうえで、または監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的と
することといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、

監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最
初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。

（4）会計監査人が受けた過去２年間の業務停止の処分に関する事項
金融庁が2023年12月26日付で発表した業務停止処分の概要
①処分対象
太陽有限責任監査法人

②処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止３ヶ月（2024年１月１日から３月31日まで。ただし、
既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う
契約の新規の締結を除く。）

③処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である２名の公認会計士が、相当の注意
を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
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5. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制その他業務の適正を確保するための体制

（1）当社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保
するための体制

役職員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範やコンプライアンス体制に係る諸規
定を定めております。また、その徹底を図るため、役職者教育等を行います。内部監査部門は、それぞれの担当
部署と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査しております。これら活動は定期的に取締役会および監査役
会に報告されるものとしております。法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段として
ホットラインを設置・運営しております。

（2）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
文書管理規程等に従い、取締役の職務執行に係る文書を適切に管理・保存しております。また、情報の管理に

つきましては「情報システム管理規程」に基づき、安全性の確保に努めております。

（3）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、財務、環境、災害、品質、情報セキュリティおよび輸出管理等に係るリスクについては、

それぞれの担当部署において、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うもの
とし、新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を任命するものとし
ております。

（4）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制

取締役会は経営に関する重要な意思決定機能および業務執行の監督機能を担い、業務執行機能を執行役員が担
うことで、権限および責任を明確化し、迅速かつ効率的な意思決定と業務執行を推進しております。

2025年05月26日 15時58分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



36

（5）当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制

イ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社管理規程に基づき子会社の業務執行を管理し、子会社は、定期的に当社取締役会へ業務執行

についての報告を行うものとしております。
ロ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

子会社における事業推進に伴う損失の危険の管理について、リスクの適切な識別および管理の重要性を認
識・評価することで、当社グループ全体として、業務に係る最適な管理体制を構築しております。

ハ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会はグループの事業に関して責任を負う取締役を任命し、コンプライアンス体制、リスク管理体制の

構築に関する権限と責任を与え、職務の執行が効率的に行われるための規程を整備しております。また、本社
経営企画室は、グループの事業に関して横断的に推進し、管理しております。

ニ 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
子会社にも当社の行動規範やコンプライアンス体制に係る諸規程を適用することで、グループ全体の業務の

適正化を図っております。

（6）当社の監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ
る当該使用人に関する事項

監査役は、監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしております。

（7）当社の監査役補助者の取締役からの独立性に関する事項
監査役より監査業務に必要な命令を受けた監査室所属の職員は、その命令に関して、取締役、監査室長等の指

揮命令を受けないものとしております。

（8）当社の監査役の監査役補助者に対する指示の実効性の確保に関する事
項

役職員は、監査役より監査業務に必要な命令を受けた監査室所属の職員に対し、監査役からの指示の実効性が
確保されるように適切に対応することとしております。
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（9）当社グループの取締役および使用人が当社の監査役に報告するための
体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役会は、当社グループの取締役および使用人等が、監査役に対して、法定の事項に加え、当社および当社
グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報規程に基づくホットラインへの通報状況お
よびその内容等をすみやかに報告する体制を整備しております。報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期
等）については、取締役と監査役会との協議により決定しております。

（10）当社の監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として
不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査役への報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保する体制
を整備しております。

（11）当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の
手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理
に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務に必
要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用または債務を処理しております。また、監査役は、監査
の実施にあたり必要と認められるときは、自らの判断で法律・会計等の専門家に相談をすることができ、その費
用は会社が負担しております。

（12）その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するため
の体制

監査役会は、代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定しております。また、会計監査人から定期的に会
計監査に関する報告を受けて意見交換を行っております。取締役会は、重要な業務執行の会議への監査役の出席
を確保しております。
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（13）財務報告の適正性を確保するための体制
当社の取締役会は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備お

よび運用状況等を定期的に評価するとともに、維持・改善に努めております。

（14）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、「内部統制システムの基本方針」に基づき、企業集団の業務の適正を確保するための体制整備とそ

の適切な運用に努めており、当連結会計年度における運用状況の概要は以下のとおりであります。
当社は、「コンプライアンス管理規程」に基づき「コンプライアンス委員会」を開催し、法令・社内規程等の

遵守状況を審議したうえで、必要に応じて、コンプライアンス体制を見直しました。
当社の取締役会は、社外取締役２名を含む取締役６名で構成し、監査役３名も出席したうえで開催し、取締役

の職務執行を監督しました。また、取締役会は、執行役員を選任し、各執行役員は、代表取締役の指揮・監督の
下、各自の権限および責任の範囲で、職務を執行しました。
子会社については、「子会社管理規程」に基づき、重要な事項を当社取締役会において審議し、子会社の適正

な業務運営および当社による実効性のある管理の実現に努めました。
当社の内部監査室は、社長の承認を受けた内部監査計画に基づき、法令・社内規程等の遵守状況について、各

部室店所を対象とする監査を実施し、その結果および改善状況を代表取締役および監査役に報告しました。
当社の監査役は、監査方針を含む監査計画を策定し、年14回の監査役会を開催し監査役間の情報共有に基づき

会社の状況を把握し、必要な場合は提言の取りまとめを行いました。さらに、取締役会に出席するとともに、取
締役・執行役員その他使用人と対話を行い、内部監査室・会計監査人と連携し、取締役および使用人の職務の執
行状況を監査しました。
当社の常勤監査役は、取締役および使用人の職務の執行状況を監査するとともに、支店長会議等の重要会議に

出席し必要な場合は意見を述べました。
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6. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し毅然とした姿勢で挑み、不当・不正な要求

を断固拒否するとともに、一切関係を持たず、経済的利益の供与を行わないことを基本方針としております。ま
た、不当・不正な要求に備えて組織体制を整備するとともに、警察・暴追センター・弁護士等との緊密な連携関
係を構築しております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
※本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2025年３月31日現在)

資 産 の 部 負 債 の 部
千円 千円

流 動 資 産 21,049,823 流 動 負 債 10,739,421
現 金 預 金 5,030,509 支払手形・工事未払金等 5,997,313
受取手形・完成工事未収入金等 14,749,394 短 期 借 入 金 2,800,000
未 成 工 事 支 出 金 852,622 未 払 法 人 税 等 115,421
そ の 他 の 棚 卸 資 産 212,873 未 払 消 費 税 等 37,384
そ の 他 210,409 未 成 工 事 受 入 金 675,906
貸 倒 引 当 金 △5,986 賞 与 引 当 金 381,538

完 成 工 事 補 償 引 当 金 15,816
固 定 資 産 14,382,434 工 事 損 失 引 当 金 35,000
有 形 固 定 資 産 9,811,746 設 備 電 子 記 録 債 務 10,200
建 物 ・ 構 築 物 3,084,207 そ の 他 670,841
機 械 装 置 ・ 車 両 568,488 固 定 負 債 3,266,135
工 具 器 具 ・ 備 品 53,977 再評価に係る繰延税金負債 912,597
土 地 5,958,421 退 職 給 付 に 係 る 負 債 2,061,058
建 設 仮 勘 定 302 そ の 他 292,480
そ の 他 146,348

無 形 固 定 資 産 271,581 負 債 合 計 14,005,557
の れ ん 115,144 純 資 産 の 部
そ の 他 156,437 株 主 資 本 18,558,338

投資その他の資産 4,299,106 資 本 金 1,751,500
投 資 有 価 証 券 3,895,195 資 本 剰 余 金 919,701
長 期 貸 付 金 23,592 利 益 剰 余 金 16,116,293
破 産 更 生 債 権 等 13,678 自 己 株 式 △229,157
繰 延 税 金 資 産 290,098 その他の包括利益累計額 2,784,312
そ の 他 92,220 その他有価証券評価差額金 1,210,519
貸 倒 引 当 金 △15,678 土地再評価差額金 1,671,984

退職給付に係る調整累計額 △98,191
非 支 配 株 主 持 分 84,049
純 資 産 合 計 21,426,700

資 産 合 計 35,432,258 負 債 ・ 純 資 産 合 計 35,432,258
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連 結 損 益 計 算 書
（2024年

2025年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 40,422,787
売 上 原 価 36,884,102

売 上 総 利 益 3,538,685
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,361,612

営 業 利 益 1,177,072
営 業 外 収 益 176,645

受 取 利 息 及 び 配 当 金 74,598
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 74,604
そ の 他 27,442

営 業 外 費 用 25,208
支 払 利 息 16,489
そ の 他 8,718

経 常 利 益 1,328,510
特 別 利 益 5,454

固 定 資 産 売 却 益 5,454
特 別 損 失 13,840

固 定 資 産 除 却 損 13,234
減 損 損 失 605
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,320,124
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 352,756
法 人 税 等 調 整 額 71,992 424,748
当 期 純 利 益 895,375
非支配株主に帰属する当期純利益 3,735
親会社株主に帰属する当期純利益 891,639
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連結株主資本等変動計算書

（2024年
2025年

４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

千円 千円 千円 千円 千円
当 期 首 残 高 1,751,500 914,450 15,940,174 △249,435 18,356,689
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △715,520 △715,520
親会社株主に帰属する当期純利益 891,639 891,639
自 己 株 式 の 処 分 5,251 20,278 25,529
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 − 5,251 176,119 20,278 201,648
当 期 末 残 高 1,751,500 919,701 16,116,293 △229,157 18,558,338

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金 土地再評価差額金 退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

千円 千円 千円 千円 千円 千円
当 期 首 残 高 1,042,366 1,698,058 △36,802 2,703,622 80,314 21,140,626
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △715,520
親会社株主に帰属する当期純利益 891,639
自 己 株 式 の 処 分 25,529
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 168,152 △26,074 △61,388 80,689 3,735 84,425

連結会計年度中の変動額合計 168,152 △26,074 △61,388 80,689 3,735 286,074
当 期 末 残 高 1,210,519 1,671,984 △98,191 2,784,312 84,049 21,426,700
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連結注記表
Ⅰ. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数および連結子会社の名称

連結子会社の数 ５社
連結子会社の名称
拓神建設㈱、㈱弘永舗道、㈱創誠、あすなろ道路㈱、小石川建設㈱

（2）非連結子会社の名称等
非連結子会社の名称
ＳＷテクノ㈱

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持
分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類
に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した非連結子会社または関連会社の数および会社等の名称

持分法を適用した非連結子会社の数 ― 社
持分法を適用した関連会社の数 １社
会社の名称 あすか創建㈱

（2）持分法を適用しない非連結子会社および関連会社の名称
会社の名称
（非連結子会社）
ＳＷテクノ㈱

（関連会社）
東舗工業㈱、㈱サルビアアスコン、となみ野アスコン㈱

持分法を適用しなかった理由
持分法を適用しない非連結子会社または関連会社は、当期純損益（持分に見合う
額）および利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても
連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、
持分法の適用範囲から除いております。
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3. 会計方針に関する事項
（1）資産の評価基準および評価方法
① 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算
定）

市 場 価 格 の な い 株 式 等……移動平均法による原価法
② 棚卸資産の評価基準および評価方法

未 成 工 事 支 出 金……個別法による原価法
材 料 貯 蔵 品……移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下による簿価切下げの方法により算定）
（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）、2016
年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用して
おります。なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と
同一の基準によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。

③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見
込額を計上しております。

② 完成工事補償引当金
完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当連結会計年度の完成工事に対する
将来の見積補償額に基づいて計上しております。

③ 賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

④ 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち損失の
発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、
損失見込額を計上しております。
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（4）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 収益および費用の計上基準

当社グループは、建設業法による許可を受け、主に舗装・土木等に係る建設工事の
受注、施工ならびにこれらに関連する事業を行うとともに、アスファルト合材およ
びその関連製品の製造、販売等の事業活動を展開しております。

イ.工事部門に係る収益認識
当社グループでは、舗装・土木等の建設工事に関し、一定の期間にわたり履行義務
が充足される契約については、発生したコストに基づくインプット法により収益を
認識する方法としております。なお、インプット法により履行義務の充足に係る進
捗度を合理的に見積もることはできないが、発生する費用を回収することが見込ま
れる場合には、原価回収基準にて収益を認識し、契約における取引開始日から完全
に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事については、一
定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識し
ております。
履行義務の対価について、大規模な工事などは履行義務の充足とは別に契約期間中
に段階的に受領し、それ以外の工事については完全に履行義務を充足したのち一定
期間後に受領しており、ともに重要な金融要素は含んでおりません。

ロ.製品等販売部門に係る収益認識
当社グループでは、アスファルト合材等の製造・販売に関し、すべてが国内取引で
あり、出荷時から当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通
常の期間であるため、出荷した時点で収益を認識しております。
履行義務の対価については、出荷したのち概ね１ヶ月以内に受領しており、重要な
金融要素は含んでおりません。

② 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰
属させる方法については、期間定額基準によっております。
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（10年）による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度
から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により発生した連結会計年度より費用処理しております。
未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用については、税効果を調整のう
え、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計
上しております。
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③ ヘッジ会計の方法
イ.ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。

ロ.ヘッジ手段とヘッジ対象
金利スワップにより、借入金の金利変動リスクをヘッジしております。

ハ.ヘッジ方針
経理部が、借入金の金利変動リスクを回避する目的で一元管理しております。

ニ.ヘッジ有効性評価の方法
特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しておりま
す。

④ のれんの償却方法および償却期間
のれんの償却については、その効果の発現する期間を個別に見積り、20年以内の
合理的な年数で均等償却しております。

Ⅱ. 会計上の見積りに関する注記
発生したコストに基づくインプット法に基づいて計上した完成工事高
・当連結会計年度の完成工事高のうち発生したコストに基づくインプット法によるもの

21,114,387千円
・その他見積りの内容に関する理解に資する情報

舗装・土木等の建設工事に関する収益計上について、期間がごく短い工事を除き、
一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、発生したコストに基づく
インプット法に基づき収益を認識する方法を適用しております。
適用に当たり、工事収益総額、工事原価総額および当連結会計年度末における工事

進捗度を合理的に見積り、収益を計上しております。
当連結会計年度末における工事進捗度を合理的に見積る方法として発生したコスト

に基づくインプット法を採用し、適切に工事進捗度を見積っております。工事収益総
額については、工事契約の内容の変更により契約金額が変更される場合があります。
また、工事原価総額については、工事契約ごとの実行予算に基づき見積られます

が、その策定に当たり技術的または物質的な要素や仕様に関連する不確実性が存在
し、これらの要因は翌連結会計年度の当社グループの業績に影響を与える可能性があ
ります。
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Ⅲ. 連結貸借対照表に関する注記
1. 担保に供している資産および担保に係る債務
（1）担保に供している資産

建 物 ・ 構 築 物 917,551千円
土 地 4,609,187千円
合 計 5,526,738千円

（2）担保に係る債務
短 期 借 入 金 2,500,000千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 14,883,121千円
3. 事業用土地再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の
土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
① 再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条
第４号に定める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税
標準の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した
方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法

② 再評価を行った年月日 2002年３月31日
4. 棚卸資産

工事損失が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに
両建てで表示しております。
損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応
する額は101,096千円であります。
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Ⅳ. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当連結会計年度末日における発行済株式の種類および総数

普通株式 6,391,400株
（注）当社は、2024年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を実施し

ております。
2. 配当に関する事項
（1）配当金支払額
① 2024年６月26日開催の定時株主総会による配当に関する事項
・配当金の総額 466,297千円
・１株当たり配当金 150円
・基準日 2024年3月31日
・効力発生日 2024年6月27日

② 2024年11月７日開催の取締役会決議による配当（中間配当）に関する事項
・配当金の総額 249,222千円
・１株当たり配当金 40円
・基準日 2024年9月30日
・効力発生日 2024年12月３日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな
るもの
2025年６月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次
のとおり提案しております。
・配当金の総額 249,186千円
・１株当たり配当金 40円
・基準日 2025年３月31日
・効力発生日 2025年６月27日
なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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Ⅴ. 金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達につ
いては銀行借入や社債発行による方針であります。デリバティブ取引は、借入金の金
利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

（2）金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されており
ます。当該リスクに関しましては与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理および
残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としており
ます。
投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格
の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が経営者に報告されて
おります。
長期貸付金は、主に従業員に対する貸付金であり、毎月残高管理を行っております。
破産更生債権等は、受取手形・完成工事未収入金等の営業債権およびその他の債権の
うち、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権等であり、個別に回
収可能額を定期的に把握する体制としております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、ほとんどが１年以内の支払期日でありま
す。
法人税、住民税（都道府県民税および市町村民税をいう）および事業税の未払額であ
る未払法人税等は、そのほぼすべてが２ヶ月以内に納付期限が到来するものでありま
す。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動リスクに晒されておりますが、資金計画を作成する
等の方法により管理しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、担当役員ならびに代表取締役の決裁を受
けることとしております。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません。詳細
につきましては、「（注1）」をご参照ください。また、現金は注記を省略しており、預
金、受取手形・完成工事未収入金等、支払手形・工事未払金等、短期借入金、未払法人
税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略してお
ります。

連結貸借対照表
計上額（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

（1）投資有価証券
その他有価証券 2,422,524 2,422,524 −

（2）長期貸付金 23,592 23,706 114
（3）破産更生債権等 13,678 1,599 △12,078
（4）長期未収入金 3,600 0 △3,600

資産計 2,463,395 2,447,830 △15,564
（注）長期未収入金は、連結貸借対照表の投資その他の資産の「その他」に含まれて

おります。

（注1）市場価格のない株式等
区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 80,277
関係会社株式 1,392,394
（注）これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから、「資産（1）投資有価証券」には含めておりません。

（注2）金銭債権の連結決算日後の償還予定額
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

受取手形・完成工事未収入金等 14,749,394 − − −
長期貸付金 − 21,627 1,965 −

合計 14,749,394 21,627 1,965 −
（注）破産更生債権等については、償還予定額が見込めないため記載しておりません。

（注3）借入金の返済予定額
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

短期借入金 2,800,000 − − −
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3. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じ
て、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格に

より算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプッ

トを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合
には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算
定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他の有価証券
株式 2,422,524 − − 2,422,524

資産計 2,422,524 − − 2,422,524

（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産および金融負債

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 − 23,706 − 23,706

破産更生債権等 − 1,599 − 1,599

長期未収入金 − − − −

資産計 − 25,306 − 25,306
（注）時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されてい
るため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
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長期貸付金
長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、
その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せし
た利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
破産更生債権等
破産更生等債権の時価は、長期貸付金と同様に割引率による見積キャッシュ・フローの
割引現在価値、または、担保および保証による回収見込額等を基に割引現在価値法によ
り算定しており、時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要ではないた
めレベル２の時価に分類しております。
長期未収入金
長期未収入金の時価は、長期貸付金と同様に割引率による見積キャッシュ・フローの割
引現在価値、または、担保および保証による回収見込額等を基に割引現在価値法により
算定しており、時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要ではないため
レベル２の時価に分類しております。

Ⅵ.収益認識に関する注記
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、建設事業を営む単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じ
る収益を財またはサービスの移転時期に基づき分解した情報は、次のとおりでありま
す。

（単位：千円）
事業の部門別

合計
工事部門 製品等販売部門

顧客との契約から生じる収益

一時点で移転される財またはサービス 14,419,980 4,679,632 19,099,612
一定の期間にわたり移転される
財またはサービス 21,114,387 ― 21,114,387

（小計） 35,534,367 4,679,632 40,213,999

その他の収益 208,788 ― 208,788

外部顧客への売上高（合計） 35,743,155 4,679,632 40,422,787

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表の「Ⅰ.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
３.（4）①収益および費用の計上基準」に同一の内容を記載しております。
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3. 当連結会計年度および翌連結会計年度以降の金額を理解するための情報
（1）顧客との契約から生じた債権、契約資産および契約負債の期末残高

当連結会計年度において当社グループにおける顧客との契約から生じた債権、契約資
産および契約負債の期末残高は次のとおりであります。連結貸借対照表上、顧客との
契約から生じた債権および契約資産は「受取手形・完成工事未収入金等」に、契約負
債は「未成工事受入金」に含まれております。

（単位：千円）
2025年３月31日

顧客との契約から生じた債権 8,613,232
契約資産 6,133,791
契約負債 675,906

当連結会計年度に認識した収益のうち、期首時点で契約負債に含まれていた額は、
792,527千円であります。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
2025年３月31日現在、舗装・土木等の建設工事に係る残存履行義務へ配分した取引
価格の総額は16,920,020千円であります。
それらは今後、履行義務を充足させることにより、３年以内に収益を認識することを
見込んでおります。

Ⅶ. 賃貸等不動産に関する注記
1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、東京都その他の地域において、賃貸用不動産および遊休の土地を有しており
ます。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項
連結貸借対照表計上額（千円） 時価（千円）

1,583,378 4,106,312
（注）当期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に

基づく金額、その他の物件については、固定資産税評価額を合理的に調整して算出して
おります。

Ⅷ. １株当たり情報に関する注記
1. １株当たり純資産額 3,425.96円
2. １株当たり当期純利益 143.20円
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貸 借 対 照 表
(2025年３月31日現在)

資 産 の 部 負 債 の 部
千円 千円

流 動 資 産 19,201,675 流 動 負 債 10,366,644
現 金 預 金 3,783,863 支 払 手 形 187,003
受 取 手 形 361,173 電 子 記 録 債 務 2,127,328
電 子 記 録 債 権 643,147 工 事 未 払 金 3,455,647
完 成 工 事 未 収 入 金 11,929,910 短 期 借 入 金 2,800,000
売 掛 金 1,250,116 リ ー ス 債 務 32,610
未 成 工 事 支 出 金 844,572 未 払 金 387,211
材 料 貯 蔵 品 179,961 未 払 費 用 105,126
短 期 貸 付 金 10,821 未 払 法 人 税 等 86,228
前 払 費 用 64,530 未 払 消 費 税 等 25,707
そ の 他 134,995 未 成 工 事 受 入 金 664,242
貸 倒 引 当 金 △1,418 預 り 金 95,962

賞 与 引 当 金 347,875
固 定 資 産 14,048,262 完 成 工 事 補 償 引 当 金 6,500
有 形 固 定 資 産 9,481,110 工 事 損 失 引 当 金 35,000
建 物 ・ 構 築 物 2,917,644 設 備 電 子 記 録 債 務 10,200
機 械 装 置 ・ 車 両 526,952
工 具 器 具 ・ 備 品 45,616 固 定 負 債 3,021,163
土 地 5,865,297 リ ー ス 債 務 118,016
リ ー ス 資 産 125,297 長 期 預 り 金 156,000
建 設 仮 勘 定 302 再評価に係る繰延税金負債 912,597

無 形 固 定 資 産 148,595 退 職 給 付 引 当 金 1,831,069
ソ フ ト ウ エ ア 121,977 そ の 他 3,480
リ ー ス 資 産 11,644 負 債 合 計 13,387,807
そ の 他 14,972 純 資 産 の 部

投資その他の資産 4,418,555 株 主 資 本 16,983,867
投 資 有 価 証 券 2,502,801 資 本 金 1,751,500
関 係 会 社 株 式 1,625,738 資 本 剰 余 金 919,701
長 期 貸 付 金 23,592 資 本 準 備 金 600,000
破 産 更 生 債 権 等 13,042 そ の 他 資 本 剰 余 金 319,701
繰 延 税 金 資 産 197,971 利 益 剰 余 金 14,541,822
そ の 他 70,482 そ の 他 利 益 剰 余 金 14,541,822
貸 倒 引 当 金 △15,072 繰 越 利 益 剰 余 金 14,541,822

自 己 株 式 △229,157
評価・換算差額等 2,878,262

その他有価証券評価差額金 1,206,278
土地再評価差額金 1,671,984
純 資 産 合 計 19,862,130

資 産 合 計 33,249,937 負 債 ・ 純 資 産 合 計 33,249,937
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損 益 計 算 書

（2024年
2025年

４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

科 目 金 額
千円 千円

売 上 高 37,474,325
完 成 工 事 高 32,908,724
製 品 売 上 高 4,565,601

売 上 原 価 34,397,610
完 成 工 事 原 価 30,146,957
製 品 売 上 原 価 4,250,653

売 上 総 利 益 3,076,714
完 成 工 事 総 利 益 2,761,766
製 品 売 上 総 利 益 314,948

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,044,784
営 業 利 益 1,031,930

営 業 外 収 益 236,833
受 取 利 息 及 び 配 当 金 214,865
そ の 他 21,968

営 業 外 費 用 23,621
支 払 利 息 15,490
そ の 他 8,131

経 常 利 益 1,245,142
特 別 利 益 4,954

固 定 資 産 売 却 益 4,954
特 別 損 失 13,054

固 定 資 産 除 却 損 12,448
減 損 損 失 605
税 引 前 当 期 純 利 益 1,237,042
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 294,716
法 人 税 等 調 整 額 64,812
当 期 純 利 益 877,513
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株主資本等変動計算書
（2024年

2025年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

千円 千円 千円 千円
当 期 首 残 高 1,751,500 600,000 314,450 914,450
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 処 分 5,251 5,251
株 主 資 本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 − − 5,251 5,251
当 期 末 残 高 1,751,500 600,000 319,701 919,701

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金 利益剰余金合計繰越利益剰余金
千円 千円 千円 千円

当 期 首 残 高 14,379,829 14,379,829 △249,435 16,796,344
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △715,520 △715,520 △715,520
当 期 純 利 益 877,513 877,513 877,513
自 己 株 式 の 処 分 20,278 25,529
株 主 資 本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 161,993 161,993 20,278 187,522
当 期 末 残 高 14,541,822 14,541,822 △229,157 16,983,867

評価・換算差額等 純資産合計その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計
千円 千円 千円 千円

当 期 首 残 高 1,039,779 1,698,058 2,737,838 19,534,182
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △715,520
当 期 純 利 益 877,513
自 己 株 式 の 処 分 25,529
株 主 資 本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) 166,498 △26,074 140,424 140,424

事業年度中の変動額合計 166,498 △26,074 140,424 327,947
当 期 末 残 高 1,206,278 1,671,984 2,878,262 19,862,130
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個別注記表
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式および関連会社株式…移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの ……時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市 場 価 格 の な い 株 式 等 ……移動平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準および評価方法
未成工事支出金……個別法による原価法
材 料 貯 蔵 品……移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下によ

る簿価切下げの方法により算定)
（3）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く)、2016
年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用して
おります。なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と
同一の基準によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。

③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（4）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見
込額を計上しております。

② 完成工事補償引当金
完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する将
来の見積補償額に基づいて計上しております。

③ 賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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④ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資
産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ
せる方法については、期間定額基準によっております。
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（10年）による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費
用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により発生した事業年度より費用処理しております。

⑤ 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生
が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失
見込額を計上しております。

（5）収益および費用の計上基準
当社は、建設業法による許可を受け、主に舗装・土木等に係る建設工事の受注、施
工ならびにこれらに関連する事業を行うとともに、アスファルト合材およびその関
連製品の製造、販売等の事業活動を展開しております。

① 工事部門に係る収益認識
当社では、舗装・土木等の建設工事に関し、一定の期間にわたり履行義務が充足さ
れる契約については、発生したコストに基づくインプット法により収益を認識する
方法としております。
なお、インプット法により履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることは
できないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準に
て収益を認識し、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込ま
れる時点までの期間がごく短い工事については、一定の期間にわたり収益を認識せ
ず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

② 製品等販売部門に係る収益認識
当社では、アスファルト合材等の製造・販売に関し、すべてが国内取引であり、出
荷時から当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間
であるため、出荷した時点で収益を認識しております。
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（6）ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象

金利スワップにより、借入金の金利変動リスクをヘッジしております。
③ ヘッジ方針

経理部が、借入金の金利変動リスクを回避する目的で一元管理しております。
④ ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しておりま
す。

2. 会計上の見積りに関する注記
発生したコストに基づくインプット法に基づいて計上した完成工事高
・当事業年度の完成工事高のうち発生したコストに基づくインプット法によるもの

19,971,422千円
・その他見積りの内容に関する理解に資する情報

連結注記表と同一のため、記載を省略しております。

３. 貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産および担保に係る債務

担保に供している資産
建 物・構築物 917,551千円
土 地 4,609,187千円
合 計 5,526,738千円

担 保 に 係 る 債 務
短 期 借 入 金 2,500,000千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 13,809,789千円
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（3）事業用土地再評価
土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の
土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
① 再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条
第４号に定める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税
標準の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した
方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法

② 再評価を行った年月日 2002年３月31日
（4）関係会社に対する金銭債権および金銭債務

短期金銭債権 267,351千円
短期金銭債務 63,433千円

（5）棚卸資産
工事損失が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに
両建てで表示しております。
損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応
する額は101,096千円であります。

４. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

関係会社に対する売上高 494,507千円
関係会社に対する仕入高 483,315千円
関係会社との営業取引以外の取引 140,635千円
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５. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末日における自己株式の種類および株式数

普通株式 161,727株
（注）当社は、2024年６月1日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を実施し

ております。

６. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金の繰入超過、賞与引当金の繰入超過
等であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金等でありま
す。
なお、貸借対照表の繰延税金資産は、評価性引当額348,050千円を控除して計上して
おります。

７. 関連当事者との取引に関する注記
役員および個人主要株主等

属性 会社等の名称
または氏名

議決権等の所有
(被所有)割合

(％)
関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額
(千円)
(注3)

科目
期末残高
(千円)
(注3)

主要株主(個人)
およびその近親
者が議決権の過
半数を所有して
いる会社等

泰平産業㈱
(注2)

（被所有）
直接1.6

当社の損害保険
の代理店

損害保険取引
(注1) 36,344 未払金および

工事未払金 1,109

役員および近親
者が議決権の過
半数を所有して
いる会社等

同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

取引条件および取引条件の決定方針等
（注１）保険料等については、一般の取引条件と同様に決定しております。
（注２）当社会長の渡邉忠泰氏が議決権の90.0％を直接保有しております。
（注３）取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

８. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表の「Ⅵ.
収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

９. １株当たり情報に関する注記
1. １株当たり純資産額 3,188.31円
2. １株当たり当期純利益 140.93円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
※本計算書類中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年５月21日

株 式 会 社 佐 藤 渡 辺
取 締 役 会 御 中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 泉 淳 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吹 上 剛

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社佐藤渡辺の2024年４月１日から2025年

３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社佐藤渡辺及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
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成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年５月21日

株 式 会 社 佐 藤 渡 辺
取 締 役 会 御 中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 泉 淳 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吹 上 剛

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社佐藤渡辺の2024年４月１日から

2025年３月31日までの第94期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

2025年05月26日 15時58分 $FOLDER; 66ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



66

監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査役会は、2024年４月1日から2025年３月31日までの第94期事業年度における取締役の職務の執

行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監
査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を
受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用

人等と意思疎通を図り、また、非常勤社外取締役との定期的な意見交換会を実施するなどの意思疎通、情
報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
取締役会その他重要な会議への対面又はオンライン形式による出席、代表取締役を含む各取締役との面

談により、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、
重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。子
会社については、当社の取締役会でその経営状況を把握し、子会社の取締役等と対面又はオンライン形式
にて意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の
状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると

ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条
各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく表示しているものと認
めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月2８日
株式会社 佐藤渡辺 監査役会
常勤監査役 山 本 出 ㊞
監 査 役 石 原 祥 子 ㊞
監 査 役 久 保 義 人 ㊞

（注）監査役 石原祥子及び監査役 久保義人は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査
役であります。

以 上
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スーパー
ナニワヤ

●
ナチュラルローソン

佐藤渡辺 本店

城南薬局 ●

ローソン ●

麻布山入口

ホテル
オリンピックイン

十番稲荷神社
●

仙台坂下 二の橋

十番稲荷前

●

南麻布1丁目

１番出口

７番出口

仙台坂下バス停

三の橋バス停

定時株主総会会場ご案内図
東京都港区南麻布一丁目18番4号 当社本店2階会議室

TEL：03（3453）7351

交通の
ご案内

東京メトロ南北線　麻布十番駅　1番出口より徒歩10分

都営地下鉄大江戸線　麻布十番駅　7番出口より徒歩15分

都バス　三の橋および仙台坂下バス停より徒歩約5分
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